
桜と生物の暦　～春の訪れ～桜と生物の暦　～春の訪れ～桜と生物の暦　～春の訪れ～

問い合わせ先　 稚内地方気象台防災指導係長（電話：0162-23-2679）
稚内地方気象台HP　　http:// www.jma-net.go.jp/wakkanai/

　日差しは日に日に強さを増し、気温もあがり、山に緑が芽吹く良い季節となりました。この時期の宗谷地方は、夏や秋に比べ
て降水量は少なく、太陽が一番多く顔を出す時期となります。
　このころになると、桜やタンポポなどが開花し、様々なもので春の訪れを感じることができます。気象台では「生物季節観測」
などの季節を感じる現象の観測も行っています。今月は稚内地方気象台が行っている季節現象の観測を紹介します。
生物季節観測
○うぐいすの初鳴日（稚内の平均　４月２９日）うぐいすがはじめて鳴いたのを聞いた日
○タンポポ開花（稚内の平均　５月９日）気象台の付近でタンポポが２～３輪咲いた日
○桜開花（稚内の平均　５月１４日）稚内公園のサクラの標本木で５～６輪以上咲いた日
○桜満開（稚内の平均　５月１７日）標本木で８０％以上の花が咲いた日
季節現象
○長期積雪の終日（稚内の平均　４月４日）冬の期間中に積もった雪が、長期間消えずに残っている状態を最後に観測した日。
○結氷終日（稚内の平均　４月２５日）水が凍るのを、最後に観測した日
○雪の終日（稚内の平均　５月２日）最後に雪が降った日
○霜の終日（稚内の平均　５月４日）最後に霜が降りた日（注意：霜柱とは違う）
　また、穏やかな気候である印象が強いこの時期ですが、川の近くの低地では思いがけず水害に見舞われることがあります。平
地ではすっかり消えてしまった雪も山にはまだ多く残っています。この雪が気温の上昇とともに解けて川に流れ込むことで、雨が
降らなくても川が増水するためです。気温が一気に上昇して雪融けが急速に進むような日には、場合によっては川が溢れてしまう
こともあります。
　「水」による災害から身を守るために、気象台のホームページなどで市町村ごとの警報・注意報を確認するようにしましょう。

　ここ数年、エゾシカ生息数の増加に伴い、牧草地での採食被
害が発生し、その防止対策を望む声が年々強まっています。また、
カラスやアライグマ等による配合飼料の盗食、ヒグマによるデン
トコーンの採食等も発生し、鳥獣による農業被害は減少していな
い傾向にあります。
　このような状況において、捕獲による個体数の減少はもとより、
生息数調査や関係機関による被害防止対策の検討等、総合的な
対策を講じる必要があることから、鳥獣による農林水産被害防止
のための特別措置に関する法律に基づき「幌延町鳥獣被害防止
計画」を策定しました。
　被害防止計画は、計画期間を平成２６年度から平成２８年度まで
の３年間としており、次のような内容となっております。
１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
２．鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する基本的な
方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項
４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止対策
に関する事項

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生
じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項

６．被害防止施策の実施体制に関する事項
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
　計画及び関係図面は経済課産業グループにおいて縦覧するこ
とができます。
　詳しくは経済課産業グループ農政担当まで、お問い合わせ下さ
い。

幌延町鳥獣被害防止計画を策定しました 幌延町まちづくり町民参加条例に基づく、
町民参加手続きの実施状況

及び実施予定について

幌延町まちづくり町民参加条例に基づく、
町民参加手続きの実施状況

及び実施予定について

幌延町まちづくり町民参加条例に基づく、
町民参加手続きの実施状況

及び実施予定について
　町では重要な政策や計画等に、町民皆さんの意見を反映さ
せるため、事前にその案を公表し、意見を募る「パブリックコ
メント手続き」を行っております。

平成２５年度に実施されたパブリックコメント手続きは、以下の
とおりです。
案　　件　　名 意見募集期間 結　　果 担当部署
第５次幌延町総合計画
後期基本計画原案

H26.2.24　　
　～H26.3.17

意見提出なし 総務課企画振興
グループ

現在実施中のパブリックコメント手続きは、以下のとおりです。
案　　件　　名 意見募集期間 担当部署

幌延町新型インフルエンザ
等対策行動計画（案）

H26.4.10　　　　
　　～H26.4.30

町民課保健センター

平成２６年度に予定しているパブリックコメント手続きは、以下
のとおりです。

案　　件　　名 意見募集時期（予定） 担当部署
幌延町備蓄品整備計画（案）
幌延町地域防災計画の変更
（案）

平成26年12月
平成26年12月

総務課総務グループ
総務課総務グループ

問い合わせ先 経済課産業グループ
電話 5-1116　告知端末機 5-8818
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国費　37,205,237円

道費　18,602,618円

町費　18,602,623円

交付金の内訳
74,410,478円74,410,478円

交付金の内訳

▲
▲
▲

集落名

◎事業の概要

問寒別

開進

上幌延

北進

幌延

下沼南

下沼北

計

40

17

12

8

17

23

21

138

23,774,821

6,165,871

4,107,257

3,043,740

9,356,841

7,828,271

7,731,932

62,008,733

28,529,785

7,399,045

4,928,708

3,652,488

11,228,209

9,393,925

9,278,318

74,410,478

簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
乳質改善、牛舎等消毒作業の実施、集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
集会所周辺の環境整備
簡易更新の実施、農地・農道・営農用水管理、堆肥共同散布、
農地周辺林地の枝払い
（138戸は重複参加のため、実数は106戸）

取　　　組　　　内　　　容参加戸数
（戸）

対象面積
（㎡）

交付金額
（円）
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